
コンセッション事業開始までの主な手続

実
施
方
針
の
策
定
【
法
５
条
、
17
条
】

民間事業者選定手続

運
営
権
設
定
の
議
会
の
議
決
【
法
19
条
４
項
】

※

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
地
方
公
共
団
体
の
長
の
場
合
に
限
る
。

デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
資
産
評
価
）

3～4年程度

※下記スケジュールは、官民対話を通じて、
事業者を選定するプロセスを想定したもの
であり、期間は事業の特性等により大きく
異なる可能性がある。

特
定
事
業
の
選
定
【
法
７
条
】

導
入
可
能
性
調
査

基本的な考え方を示した上で、コン
セッションの制度設計に反映させる
ことを目的として、幅広く民間事業者
からヒアリングを実施

実施方針において、
運営業務・料金設定
の考え方等を示す。

民間事業者の自由な発想・提案を取り
入れるためにも、守秘義務契約を締結
した上で、十分な官民対話を実施。

マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
民
間
投
資
意
向
調
査
）

基
本
構
想
・
基
本
計
画

実
施
方
針
条
例
の
制
定
【
法
18
条
】

※

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
地
方
公
共
団
体
の
長
の
場
合
に
限
る
。

実
施
契
約
締
結
・
公
表
【
法
22
条
】

運
営
権
設
定
・
公
表
【
法
16
条
、
19
条
】

運
営
権
登
録

運
営
準
備
（
業
務
引
継
ぎ
）

事
業
開
始
【
法
21
条
】

準備手続

：法に基づくもの

：法に基づかないもの

1～2年程度
数か月
程度

数か月
程度

数か月
程度

実施方針策定の見通
し公表【法15条１項】
※見通しあれば毎年度
必要。

※「法」とは民間資金等の活用による公共施設等
の整備等の促進に関する法律（ＰＦＩ法）を指す。

優
先
交
渉
権
者
の
選
定

募
集
要
項
等
の
公
表

第
一
次
審
査

競
争
的
対
話

第
二
次
審
査

基
本
協
定
の
締
結

事業者選定手続【法８条】

事
業
開
始
の
届
出
【
法
21
条
３
項
】

利
用
料
金
の
届
出

【
法
27
条
】

【
法
23
条
２
項
】

※

事
業
開
始
ま
で
に
行
う
こ
と
が
必
要
。
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